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問い合わせ先／役場まちづくり政策課ふるさと納税推進係☎４８２‐２９２３（課直通）

　　　

　町では、まちの価値向上や魅力を積極的に伝えるとともに、本町を応援していた
だける方を増やすことを目的に、現在の返礼品を更に充実させるための協力事業者
を募集します。　
　応募される場合は下記の日時に「応募用紙」を提出して下さい。なお、返礼品は
モノだけではなく、宿泊、体験などのサービスも可能ですが応募には条件がありま
すので事前にご確認ください。

●応募用紙・配布場所／ 役場まちづくり政策課、川湯支所、摩周湖観光協会に用意しています。
町ホームページからもダウンロードできます。

　　　　　　　　　　　希望者にメール送信致します。
●応 募 受 付 日 時／６月14日㈬12:00までメール送信（随時受付）
　　　　　　　　　　　（furusato_teshikaga@town.teshikaga.hokkaido.jp）
　※都合が合わない場合は問い合わせ先までご連絡ください。

●採用の可否は「ふるさと納税返礼品審査会」で決定します。
● 既に返礼品協力事業者となられている方は、あらためての応募は不要ですが、
返礼品を変更、追加される場合のみ応募をお願いします。　

▶町ホームページ／https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/machizukuriseisakuka/2/2790.html
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問い合わせ先／役場環境生活課環境係☎４８２‐２９３４（課直通）

COOL CHOICE（クールチョイス）とは…
　地球温暖化を防止するため、省エネ･低炭素型の｢製品｣｢サービ
ス｣｢行動｣など、『賢

・
い
・
選
・
択
・
』をしていこうという国民運動です。

小さなことからコツコツと!！
　環境に配慮した行動と選択の積み重ねが地球や家庭の｢エコ｣につながります。
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不法投棄は「しない」「させない」「許さない」！
山林、空き地、道路にみだりにごみを捨てる行為が依然として後を絶ちません．．．
ごみを集積所以外の場所に捨てることはポイ捨てを含み全て不法投棄にあたります。

不法投棄は犯罪です
　不法投棄は、法律で禁止されています。ごみの不法投棄を行うと、法律により５年以下の懲役もしくは
１千万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。
　本町でも、これまで町広報紙、巡回等による啓発及び警察への通報を
行い、不法投棄の早期発見や防止に努めています。
　しかし、行政の監視や指導だけでは不法投棄はなくなりません。皆さ
ん一人一人の協力が必要です。私たちの生活を守るため「不法投棄はし
ない、させない、許さない」という気持ちで、日ごろから注意しましょ
う。なお不法投棄の現場を目撃した場合は、弟子屈警察署か役場環境生
活課までご連絡ください。
【通報連絡先】弟子屈警察署　ＴＥＬ４８２－２１１０
　　　　　　環境生活課　環境係　ＴＥＬ４８２－２９３４（課直通）
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